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第１ 趣 旨

地域の農業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで住みよい、アメニテ

ィに満ちた農村としていくためには、地域の特性に応じた農業生産基盤の整備、生活

環境の整備その他の福祉の向上とを総合的に推進する施策を的確に実施していくこ

とが必要である。

このため、土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意しつつ、地域住民等をは

じめとする多様な主体の参加の下、地域の将来像及び農村振興施策の基本方針等を内

容とする個性ある地域づくりを実現するための農村振興基本計画（以下「基本計画」

という。）を作成しておくことが望ましい。

本指針は、農村の総合的な振興に関する基本計画の作成及びその運用に係る基本的

な指針をまとめたものであり、都道府県又は市町村若しくは広域事務組合（以下「都

道府県又は市町村等」という。）においては、基本計画の作成等に当たって参考とさ

れたい。

第２ 基本計画の内容

基本計画においては、別表に掲げる事項を定めることが適当と考えられる。

第３ 基本計画の対象地域及び作成主体

基本計画は、農村の総合的な振興を図るため生産基盤の整備と生活環境の整備等を

総合的に推進するものであることから、原則として複数の市町村が連携した広域的な

地域を対象として、都道府県又は市町村等において作成することが望ましい。

ただし、広域的な地域を対象とする基本計画の作成が困難である場合には、単独市

町村の範囲を対象として基本計画を作成することも適当と考えられる。



第４ 基本計画の作成及び関係府省の助言

１ 基本計画を作成しようとする都道府県においては、基本計画の対象となる市町村

と緊密に連携を保つとともに、農村の総合的な振興に関する施策を担当する関係部

局が共同して作成するよう努めることが望ましい。

２ 基本計画を作成しようとする市町村においては、農村の総合的な振興に関する施

策を担当する関係部局が共同して作成するよう努めることが望ましい。

３ 関係府省は、国の地方支分局間において相互に十分な連絡調整が図られるよう配

慮することとする。

また、基本計画を作成しようとする都道府県又は市町村等においては、当該都道

府県又は市町村等が必要とする場合には、対象地域の基本計画の内容について関係

府省（市町村においては都道府県を経由して）に助言及び勧告を求めることができ

る。助言等を求められた関係府省は相互に連携・調整を行い、適切な助言及び勧告

を行うこととする。

４ 都道府県又は市町村等が基本計画を変更しようとする場合も、上記の１から３に

準じて行うことが望ましい。

第５ 基本計画の適切な推進

１ 基本計画を作成した都道府県又は市町村等においては、農村の総合的な振興に関

する施策を担当する関係部局が共同して、当該基本計画に沿った農村の総合的な振興

について、適切な進行管理を行うことが望ましい。

２ 関係府省は、助言及び勧告を行った基本計画に係る事項の推進について配慮する

こととする。

第６ 留意事項

都道府県又は市町村等は、基本計画を作成するに当たり、その内容が「市町村の建

設に関する基本構想」、「山村振興計画」、「農業振興地域整備計画」、「過疎地域

自立促進計画」、「都市計画」等の既存計画と調和が保たれたものとなるよう努める

ことが望ましい。



（別表）

農村振興基本計画の計画事項と内容

計 画 事 項 内 容

１．計画に係る地域の情

勢と診断

（１）地域の情勢

（２）地域診断

地域の社会経済情勢を整理する。

地域の振興のために取り組むべき重点課題と積極的に利活用すべ

き地域資源等を明らかにする。

（地域診断は、アンケート、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、懇談会等に基づき実施

する。）

①地域の課題を整理し、特に重点的に対処すべき課題の改善方

向を明らかにする。

②地域資源の利活用状況及び未利用資源を整理し、都市住民の

地域に対する期待等を踏まえ、今後これらの利活用の可能性

を明らかにする。

２．計画に係る地域の将

来像

（１）地域の将来の望

ましい姿

（２）農村振興のテーマ

（３）農村振興の目標

地域が目指す将来の望ましい姿、全体像をとりまとめる。

①地域の将来像については、基本的な分野に分類・整理し、そ

のあり方を示す。また、まちづくり憲章のような基本的な理

念をとりまとめる。

②各市町村の有する憲章、市町村構想、広域構想等の既存のも

のを参照して、地域の特性に応じた“夢”とインパクトがあ

るものとする。

③将来像は、２０～３０年程度先の姿を想定した長期的なもの

とする。

地域の将来の望ましい姿を実現するためのテーマを設定する。

○将来像を実現する上で、具体的施策により重点的に取り組むべ

き課題をテーマとして設定する。

テーマ毎に期待されるおおむね１０年後の目標を掲げる。

①施策の推進により１０年後に達成すべき目標をテーマ毎に

設定する。

②目標設定に当たっては、将来行われる農村振興施策に係る事

後評価手法に活用できるものとする。



計 画 事 項 内 容

３．農村振興に関する施

策の基本方針

（１）計画に係る地域の

将来像の実現のた

めに必要な施策

（２）推進プログラム

（３）地域住民等の参加

の方針

農村振興のテーマ毎に、おおむね１０年先を見通し、地域の将来

像を実現させるために必要な施策（ハード及びソフト施策）の内

容を定める。

○テーマ毎に設定した１０年後の目標を達成するために必要

な施策の内容及びハード施策により整備される施設等を概

略的に整理する。

（１）で定めた施策を実施するスケジュールを整理する。

①ハード施策についてはおおむねの年度を基本とした実施方

針を定める。

②ソフト施策については中長期的な視点を踏まえた実施方針

を定める。

行政と地域住民等の役割分担を明確にし、施設の管理・利活用及

びソフト施策に関する地域住民等の参加方針を定める。

①施策の推進に当たり、地域住民等の参加を得る具体的内容を

整理し、地域住民等の役割分担を明確化する。

②地域住民等の参加に当たり、必要となる組織、手法、活動に

関する方針等をとりまとめる。


